
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

１ いじめられた児童のサイン 

いじめられた児童は自分から言い出せないことが多い。複数の教職員が、複数の場面 

で児童を観察し、小さなサインを見逃さないことを大切にする。 

 

場 面 サ   イ   ン 

登校時 

朝の会 

遅刻・欠席が増える。その理由を明確に言わない。 

教職員と視線が合わず、うつむいている。 

体調不良を訴える。 

提出物を忘れたり、期限に遅れたりする。 

担任が教室に入室後、遅れて入室してくる。 

授業中 保健室・トイレに行くようになる。 

教材等の忘れ物が目立つ。 

机周りが散乱している。 

決められた座席と異なる席に着いている。 

教科書・ノートに汚れがある。 

教職員や児童の発言などに対して、突然個人名が出される。 

休み時間等 持ち物にいたずらをされる。 

給食を教室の自分の席で食べない。 

用のない場所にいることが多い。 

ふざけ合っているが表情がさえない。 

衣服の汚れ等がある。 

一人で清掃している。 

放課後等 慌てて下校する。または、集団から離れて下校する。 

持ち物がなくなったり、持ち物にいたずらされたりする。 

 

 

２ いじめた児童のサイン 

いじめた児童がいることに気が付いたら、積極的に児童の中に入り、コミュニケーシ

ョンをとり、状況を把握する。 

  

サ   イ   ン 

教室等で仲間同士で集まり、ひそひそ話をしている。 

ある児童にだけ、周囲が異常に気を遣っている。 

教職員が近づくと、不自然に分散したりする。 

自己中心的な行動が目立ち、集団の中心的な存在の児童がいる。 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

 

１ 教室でのサイン 

教室内がいじめの場所となることが多い。教職員が教室にいる時間を増やしたり、休

み時間に廊下を通る際に注意を払ったりするなど、サインを見逃さないようにする。 

 

 サ   イ   ン 

 嫌なあだ名が聞こえる。 

席替えなどで近くの席になることを嫌がる。 

何か起こると特定の児童の名前が出る。 

筆記用具等の貸し借りが多い。 

壁等にいたずら、落書きがある。 

机や椅子、教材等が乱雑になっている。 

 

 

２ 家庭でのサイン 

家庭でも多くのサインを出している。児童の動向を振り返り、確認することでサイン

を発見しやすい。以下のサインが見られたら、学校との連携が図れるよう保護者に伝え

ておくことが大切である。 

 

 サ   イ   ン 

 学校や友人のことを話さなくなる。 

友人やクラスの不平・不満を口にすることが多くなる。 

朝、起きてこなかったり、学校に行きたくないと言ったりする。 

電話に出たがらなかったり、友人からの誘いを断ったりする。 

受信したメールをこそこそ見たり、電話におびえたりする。 

不審な電話やメールがある。 

遊ぶ友達が急に変わる。 

部屋に閉じこもったり、家から出なかったりする。 

理由のはっきりしない衣服の汚れがある。 

理由のはっきりしない打撲や擦り傷がある。 

登校時刻になると体調不良を訴える。 

食欲不振・不眠を訴える。 

学習時間が減る。 

成績が下がる。 

持ち物がなくなったり、壊されたり、落書きされたりする。 

家庭の品物、金銭がなくなる。 

大きな額の金銭を欲しがる。 

 

 

 

 

 



別紙 4  いじめが起こった場合の組織的対応の流れ（学校全体の取組） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の例は、対応の在り方の基本を示しているものであり、いじめの事案の状況に応じて柔軟かつ適切に対応する。 

※いじめの解消に向けて取り組むにあたっては、迅速な対応が大切であることから、いじめの情報が入ってから学校の方

針決定に至るまでを、いじめの情報を得たその日のうちに対応することを基本とする。ただし、いじめが重篤な場合や

いじめられた側といじめた側の意識にずれが生じている場合は、把握した状況をもとに、十分に検討協議し慎重に対応

することが必要である。 

生命又は身体の安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合       ※別紙５参照 

●速やかに教育委員会や警察等の関係機関へ報告する。教育委員会の支援のもと、管理職が中心となり、学校全体で組織

的に対応し、迅速に事案の解決にあたる。 

●事案によっては、学年及び学校のすべての保護者に説明する必要の是非を判断し、必要があれば、当事者の同意を得た

上で、説明文書の配布や緊急保護者会の開催を実施する。 

●事案によっては、マスコミ対応も考えられる。対応窓口を明確にし、誠実な対応に努める。 

日常の観察・アンケート・教育相談・周りの児童生徒

の訴え等の情報 
情報を得た教職

員 

担任・学年主任

等 

生徒指導担当 

いじめ対策委員会（緊急対策会

議） 
報告・共通理解 

調査方針・分担決定 

調査班編成 

事案の状況により、メンバーの決定 

（学年主任・生徒指導担当・担任・養護教諭等） 

報告・事実関係の把握 

指導方針の決定、指導体制の編成 

対応班編成 

事案の状況により、メンバーの決定 

（学年主任・担任・生徒指導担当等） 

対応班による 

いじめ解消に向けた指導 

解消 

再発防止・未然防止活動 

いじめを認知した場合は、教職員が一人で抱え込まず、学年及び学校全体で対応する
ことが大切である。学級担任が一人で抱えこみ、配慮に欠ける対応をしたため、児童生
徒をよりつらい状況に追い込んでしまい、保護者とのトラブルに発展してしまうことが
ある。 
 そういった状況を避けるためにも、校長がいじめ対応チームによる緊急対策会議を開
催し、今後の指導方針を立て、組織的に取り組むことが必要である。 
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別紙６ 
 

いじめの訴えを受けた時 

① 本人からの訴えには 

●心身の安全を保証する 

   日頃から「よく言ってくれたね。全力で守るからね。」という、教職員の姿勢を伝え

るとともに、実際に訴えがあった場合には全力で守る手だてを考えねばなりません。

保健室や相談室等の一時的に危険を回避する時間や場所を提供し、担任やカウンセラ

ーを中心に、本人の心のケアに努めるとともに、具体的に心身の安全を保証する。 

●事実関係や気持ちを傾聴する 

   「あなたを信じているよ。」という姿勢で、疑いをもつことなく傾聴する。 

  ※事実関係の客観的な把握にこだわり、状況の聴取だけにならないように注意します。 

② 周りの児童からの訴えには 

●いじめを訴えたことにより、その児童へのいじめが新たに発生することを防ぐため、

他の児童から目の届かない場所や時間を確保し、訴えを真摯に受け止める。 

●「よく言ってきたね。」とその勇気ある行動を称え、情報の発信元は、絶対に明かさな

いことを伝え、安心感を与えます。 

③ 保護者からの訴えには 

●保護者がいじめに気づいた時に、即座に学校へ連絡できるよう、日頃から保護者との

信頼関係を構築する。 

●問題が起こった時だけの連絡や家庭訪問では、信頼関係は築けない。問題が起こって

いない時こそ、保護者との信頼関係を築くチャンスである。日頃から、児童の良いと

ころや気になるところ等、学校の様子について連絡しておく。 

●児童の苦手なところやできていない点を一方的に指摘されると、保護者は自分自身の

しつけや子育てについて、否定されたと感じることもある。保護者の気持ちを十分に

理解して接することが大切である。 

 

いじめられた児童とその保護者への支援 

【いじめられた児童への支援】 

いじめられた児童の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに全力で守

り抜くという「いじめられた児童の立場」で、継続的に支援していきます。 

・安全・安心を確保する 

・心のケアを図る 

・今後の対策について、共に考える 

・活動の場等を設定し、認め、励ます 

・温かい人間関係をつくる 

【いじめられた児童の保護者への支援】 

いじめ事案が発生したら、複数の教職員で対応し学校は全力を尽くすという決意を伝

え、少しでも安心感を与えられるようにします。 

・じっくりと話を聞く 

・苦痛に対して本気になって精一杯の理解を示す 

・親子のコミュニケーションを大切にするなどの協力を求める 
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いじめた児童への指導又はその保護者への支援 

【いじめた児童への指導】 

いじめは決して許されないという毅然とした態度で、いじめた児童の内面を理解し、

他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行います。 

・いじめの事実を確認する 

・いじめの背景や要因の理解に努める 

・いじめられた児童の苦痛に気付かせる 

・今後の生き方を考えさせる 

・必要がある場合は適切に懲戒を行う 

【いじめた児童の保護者への支援】 

事実を把握したら速やかに面談し、丁寧に説明します。 

・いじめた児童の成長につながるように教職員として努力していくこと、そのためには

保護者の協力が必要であることを伝える 

・何か気付いたことがあれば報告してもらう 

【保護者同士が対立する場合などへの支援】 

教職員が間に入って関係調整が必要となる場合には中立、公平性を大切に対応します。 

・双方の和解を急がず、相手や学校に対する不信等の思いを丁寧に聞き、寄り添う態度

で臨む 

・管理職が率先して対応する 

・教育委員会や関係機関と連携し解決を目指す 

 

 

いじめが起きた集団への働きかけ 

被害・加害児童だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止

めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめの問題を解決する力を育

成していきます。 

・勇気をもって「いじめはダメだ」と言えるような児童の育成に努める 

・自分の問題として捉えさせる 

・望ましい人間関係づくりに努める 

・自己有用感が味わえる集団づくりに努める 

 

 

 

 

 

 

 

 


